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■ 改正内容（ 審査基準Part F - IV, 4.3(iii) ）

・従来より、EPOは、クレームの補正を明細書に反映するよう出願人に厳格に要求していた。 

・今般の改正により、明細書の記載要件に関する審査基準は従来よりも厳格になる。 

・業務面および費用面において、出願人と代理人の負担は高まる見込み。 

今般の改正は、欧州特許条約第84条に関連する。 

a) 補正によって独立クレームの範囲から除外された実施形態は、原則として明細書から削除されなければならない。

補正後クレームの具体的特徴を強調するために有用であると合理的に認められる実施形態は明細書から削除しなくてもよい。

ただし、その実施形態がクレームの範囲から除外されている事実を明示しなければならない。

b) 例えば、「電動モータ」を採用する自動車を特定するようにクレームが補正されたが、明細書および図面に開示された実施形態の１つが「内燃機関」に関する構成である場合、

（１）明細書および図面から内燃機関に関する実施形態を削除するか、（２）”embodiment not covered by the claimed invention”等の記載を含めなければならない。

第84条  クレームには、保護が求められている事項を明示する。 

クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書より裏付けがされているものとする。 
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